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☆ 地区計画とは、みなさんがお住まいの身近な生活空間について、建築物の建て方のルールや

道路、公園などの配置等を地区単位で定める都市計画です。詳しくは「地区計画活用の手引

き」をご覧ください。 

☆ この「府中市地区計画ガイド」は、府中市内における地区計画の事例を紹介するものです。

詳細は府中市都市整備部計画課に備え置く指定図書を縦覧してください。 

☆ 地区整備計画の区域内で、下記に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」が必要で

す。 

  確認申請の前で、行為着手の３０日前までに届出をしてください。 

（１） 土地の区画形質の変更 

（２） 建築物の建築又は工作物の建設 

（３） 建築物等の用途の変更 

（４） 建築物等の形態又は意匠の変更 

☆ 問合せは、都市整備部計画課までお願いします。 

 

 

 

決定年月日 令和７年３月 24 日 

名 称 新町・栄町地区地区計画 

位 置 
府中市栄町一丁目、新町一丁目及び 

新町三丁目各地内 

面 積 約 29.9ha 

府中市 地区計画ガイド 18 
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地区計画の目標 

本地区は、府中市北部の東八道路の北側、国分寺街道の東側に位置し、都営住

宅、関東医療少年院跡地及び財務省官舎跡地の大規模な敷地や幹線道路沿いに商

業施設が立地している。地区内の大半は低層住宅地を中心としたゆとりのある閑

静な住宅地であり、東八道路沿いや公共用地、民地内ともに緑にあふれている地

域である。 

新町三丁目は、地震に関する地域危険度測定調査においてランク３であるとと

もに、東京都防災都市づくり推進計画において木造住宅密集地域に位置付けられ

ており、地震による建物の倒壊や火災延焼が危惧されている。 

府中市都市計画マスタープランにおいては、関東医療少年院跡地を大規模土地

利用誘導ゾーン、その他を主に低密度住宅ゾーンに位置付けており、戸建て低層

住宅地を主体とした、落ち着いた雰囲気を持った良好な住環境の形成を誘導する

こととしている。 

また、府中市地域まちづくり条例第９条の３に基づく新町・栄町地区まちづく

り誘導計画を策定し、活気のある生活利便性の高いまちや歩行者等が安全で快適

に移動できるまちを目指すことなどとしている。 

これらのことから、本地区では次のような市街地の形成を目標とする。 

１ 多様な世帯が住まい、閑静ながらも活気のある生活利便性の高い住宅地 

２ 東八道路と国分寺街道による交通利便性を活かした、歩行者や自転車が安全

で快適に移動できるまち 

３ 災害時の消防、救急活動ができるとともに、住民の防災意識向上により、い

ざというときの備えも万全で、安心して暮らせるまち 

４ 地域で育てる緑が豊かにあふれるまち 

 

■区域の整備･開発及び保全に関する方針■■ 

土地利用の方針 

本地区を次のとおり区分し、それぞれの地区の特性に応じた土地利用の方針

を定める。 

１ 沿道商業Ａ地区 

地域に密着した生活・サービスを複合した沿道市街地の形成を図る。 

また、周辺の住環境や歩行空間に配慮した土地利用を図るとともに、身近な

生活を支え、地域の交流の場ともなる商店街としての土地利用を誘導する。 

２ 沿道商業Ｂ地区 

周辺の低層住宅地への日影等の影響に配慮し、地域に密着した生活・サービ

スを複合した沿道市街地の形成を図る。 

多様な世帯が居住する一戸建て住宅や共同住宅等を中心としつつ、周辺の

低層住宅地の住環境に配慮した生活利便性の向上につながる土地利用を図

る。 

３ 中高層住宅地区 

多様な世帯が居住する一戸建て住宅や共同住宅等を中心としつつ、周辺の

低層住宅地の住環境に配慮した生活利便性の向上につながる土地利用を図

る。 

４ 低層住宅地区 

緑豊かでゆとりのある、一戸建て住宅や低層共同住宅を中心とした住宅地

としての土地利用を図る。 

５ 大規模敷地Ａ地区 

周辺の低層住宅地の住環境に配慮し、緑豊かでゆとりのある環境の形成を

図るとともに、地域生活の魅力や防災性の向上に資する土地利用を図る。ま

た、戸建住宅地の開発が行われる場合は、街区外周道路に面した駐車場の設置

を制限するなど、歩行者等の安全の確保を図る。 

６ 大規模敷地Ｂ地区 

地域に密着した生活・サービスを複合した沿道市街地の形成を図る。 

周辺の住環境と調和し、地域生活の魅力や防災性の向上に資する土地利用

を図る。 

戸建住宅地の開発が行われる場合は、街区外周道路に面した駐車場の設置

を制限するなど、歩行者等の安全の確保を図る。 
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地区施設の整備の方針 

１ 地域交通の骨格となる区画道路では、沿道建築物の壁面後退等による歩行空

間の拡充や自動車や歩行者・自転車が安全に通行できる道路の改善、整備を進

める。 

２ 地区の憩いの場になるオープンスペースを確保するため、既存の公園の保全

を図る。 

３ 歩道状空地は、歩行者等が安全に通行できるように整備をする。 

建築物等の整備の方針 

災害に強い安全安心な市街地の形成と、ゆとりのある良好な住環境の形成を図

るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制

限、壁面後退区域における工作物の設置制限、建築物等の高さの最高限度、建築

物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又は柵の構造の制限、建築物の緑化

率の最低限度を定める。 

その他当該地区の整備、

開発及び保全に関する

方針 

１ 将来の関東医療少年院等の跡地の払い下げによる民間の開発が行われる場

合には、関東医療少年院跡地においては、歩行者や自転車等の利用者が東西に

通り抜けられる通路等のネットワークを確保する。また、財務省官舎跡地では、

新町第三公園に隣接した区域に公園の確保を図る。 

２ 将来の関東医療少年院等の跡地の払い下げによる民間の開発や将来の都営

住宅の建替えにあたり、それらの外周では震災時消防活動困難区域の解消に資

する空間を確保する。 

３ 地区内の防災性の向上を図るために、新たな開発事業があった際には、道路

の拡幅や消防水利の設置を促進する。 

４ 未接道敷地については、建築基準法の接道要件のきめ細かな運用等による計

画的な建替えや旧耐震基準の建築物の除却を図る。 



18-4 

■地区整備計画■■■■■■■■■■■■ 

位  置 府中市栄町一丁目、新町一丁目及び新町三丁目各地内 

面  積 約 29.9ha 

 

□地区施設の配置及び規模□□□□□□□ 

種  類 名  称 
幅  員 

（ ）内は区域外も含めた幅員  
延  長 備  考 

道路 

区画道路１号 4.4ｍ～7.6m 約 460m 既設 

区画道路２号 5.4ｍ～8.5ｍ 約 240ｍ 既設 

区画道路３号 8.5ｍ～8.6ｍ 約 130ｍ 既設 

区画道路４号 4.0ｍ～5.8ｍ 約 220ｍ 既設 

区画道路５号 4.0ｍ～8.7ｍ 約 210ｍ 既設 

区画道路６号 3.6ｍ～6.6ｍ 約 420ｍ 既設 

区画道路７号 5.4ｍ～5.9ｍ 約 110ｍ 既設 

区画道路８号 6.5ｍ～8.4ｍ 約 190ｍ 既設 

区画道路９号 
2.0ｍ～4.1ｍ 

（4.0）ｍ～（8.2）ｍ 
約 480ｍ 既設 

種  類 名  称 面  積 備  考 

公園 
公園 

（栄町北公園） 
約 2,600 ㎡ 既設 

種  類 名  称 幅  員 延  長 備  考 

その他の公共空地 

歩道状空地１号 0.5ｍ 約 190ｍ 
新設 

建築敷地に含むことができる。  

歩道状空地２号 0.2ｍ 約 120ｍ 
新設 

建築敷地に含むことができる。  

歩道状空地３号 2.0ｍ 約 90ｍ 
新設 

建築敷地に含むことができる。  

歩道状空地４号 2.5ｍ 約 160ｍ 
新設 

建築敷地に含むことができる。  

歩道状空地５号 2.0ｍ 約 80ｍ 
新設 

建築敷地に含むことができる。  
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□建築物等に関する事項□□□□□□□ 

地区の区分 

名 称 
沿道商業

A 地区 

沿道商業 

B 地区 

中高層 

住宅地区 

低層住宅 

地区 

大規模敷地 

A 地区 

大規模敷地 

B 地区 

面 積 約 0.6ha 約 2.4ha 約 3.3ha 
約

20.2ha 
約 2.4ha 約 1.0ha 

建築物の用途の制限 

 次に掲

げる建築

物は、建築

してはな

らない。 

１  マー

ジ ャ ン

屋、ぱち

んこ屋、

射的場、

勝 馬 投

票 券 発

売所、場

外 車 券

売 場 そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

もの 

２  倉庫

業 を 営

む倉庫   

３  建築

基 準 法

別 表 第

二（と）

項 第 三

号 に 規

定 す る

工場 

４  ガソ

リ ン ス

タンド 

５  液化

石 油 ガ

ス ス タ

ンド 

 次に掲

げる建築

物は、建築

してはな

らない。 

１ 神社、

寺院、教

会 そ の

他 こ れ

ら に 類

す る も

の 

２  マー

ジ ャ ン

屋、ぱち

んこ屋、

射的場、

勝 馬 投

票 券 発

売所、場

外 車 券

売 場 そ

の 他 こ

れ ら に

類 す る

もの 

３  倉庫

業 を 営

む倉庫 

４  ガソ

リ ン ス

タンド 

５  液化

石 油 ガ

ス ス タ

ンド 

神社、寺院、教会その他これらに類す

る建築物は建築してはならない。 

次に掲げ

る 建 築 物

は、建築し

てはならな

い。 

１ 神社、

寺院、教

会その他

これらに

類するも

の 

２ マージ

ャン屋、

ぱちんこ

屋、射的

場、勝馬

投票券発

売所、場

外車券売

場その他

これらに

類するも

の 

３ 倉庫業

を営む倉

庫 

４ ガソリ

ンスタン

ド 

５ 液化石

油ガスス

タンド 
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建築物の敷地面積の 

最低限度 

100 ㎡ 110 ㎡ 
１ 一戸建

ての住宅

又は二戸

長屋、店

舗併用住

宅は１１０

㎡ 

２ 前項以

外 の 建

築 物 は

１１，０００

㎡。ただ

し、集会

所、防災

用倉庫、

トイレに

ついては

この限り

でない。 

１ 一戸建

ての住宅

又は二戸

長屋、店

舗併用住

宅は１１０

㎡ 

２ 前項以

外 の 建

築 物 は

１，５００㎡。

ただし、

集会所、

防災用倉

庫、トイ

レについ

てはこの

限りでな

い。ただ

し、地区

計画の決

定の告示

日におい

て、現に

建築物の

敷地とし

て利用さ

れている

建築物の

敷地面積

の最低限

度未満の

土地又は

現に存す

る所有権

その他の

権利に基

づいて建

築物の敷

地として

使用する

建築物の

敷地面積

の最低限

度未満の

土地につ

いて、そ

の全部を

一敷地と

して使用

するもの

は、この

限りでな

い。 

ただし、地区計画の決定の告示日において、現に

建築物の敷地として利用されている建築物の敷地面

積の最低限度未満の土地又は現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する建

築物の敷地面積の最低限度未満の土地について、そ

の全部を一敷地として使用するものは、この限りで

ない。 
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壁面の位置の制限 

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地

境界線までの距離は、０．５ｍ以上とする。 

２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は道路中心線までの距離は、計画図３に

示す壁面線を越えてはならない。 

３ 前各号の規定に満たない距離にある建築物又は

建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合に

おいては、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合

計が３．０ｍ以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途（自動車車庫及

び自転車駐車場を除く。）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であ

るもの 

(3)  自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが

２．３ｍ以下であるもの 

４ 幅員がそれぞれ６ｍ未満の道路が交差する角敷

地（交差により生じる内角が１２０度以上の場合

を除く。）では、建築物の外壁等の面は、道路境界

線から敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の長さ

２ｍの底辺となる線以上後退させるものとする。 

１ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

隣地境界線までの距離

は、０．５ｍ以上とす

る。なお、計画図３に示

す壁面線はこれを越え

てはならない。 

２ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線又は道路中

心線までの距離は、計

画図３に示す壁面線を

越えてはならない。 

３ 前各号の規定に満た

ない距離にある建築物

又は建築物の部分が、

次のいずれかに該当す

る場合においては、こ

の限りでない。 

(1)  外壁又はこれに代

わる柱の中心線の長

さの合計が３．０ｍ以

下であるもの 

(2)  物置その他これに

類する用途（自動車車

庫及び自転車駐車場

を除く。）に供し、軒

の高さが２．３ｍ以下

で、かつ、床面積の合

計が５㎡以内である

もの 

(3)  自動車車庫又は自

転車駐車場で軒の高

さが２．３ｍ以下であ

るもの 

４ 幅員がそれぞれ６ｍ

未満の道路が交差する

角敷地（交差により生

じる内角が１２０度以

上の場合を除く。）で

は、建築物の外壁等の

面は、道路境界線から

敷地の隅を頂点とする

二等辺三角形の長さ２

ｍの底辺となる線以上

後退させるものとす

る。 

壁面後退区域における 

工作物の設置制限 

計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている区域のうち、道路に面する

敷地の部分で歩道状空地の区域には、門、塀、その他の工作物を設置してはなら

ない。ただし、電柱、ベンチなど、市長が設置することが適当と認めるものはこ

の限りでない。 

建築物等の高さの 

最高限度 
２5ｍ ２0ｍ 10ｍ ２0ｍ 
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建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱並びに工作物の色彩は、まち並みと

調和した落ち着いた色調とし、府中市景観計画の色彩基準に適合したものとす

る。 

２ 屋外広告物等を設置する場合には、周囲の景観に配慮するよう、形態及び設

置場所に留意したものとする。 

垣又は柵の構造の制限 

道路に面して設ける垣又は柵（門柱は除く。）の構造は、生け垣又は透過性を

有するフェンスとしなければならない。ただし、垣又は柵の基礎の部分のうち、

高さ０．４ｍ以下の部分については、この限りでない。 

建築物の緑化率の 

最低限度 
― 

１０分の１．５ 

ただし、敷地面積が

１，５００㎡未満の建築物

については、この限りで

ない。 

 


